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注 記 
 

MDGs 達成に向けた進展の測定 
 
189 カ国の指導者たちは 2000 年 9 月の「国連ミレニア

ム宣言」で、先進国と途上国が連携し合い、すべての人々、

特に最も恵まれない人々の生活向上を目指す世界の実

現というビジョンに支持を表明した。達成に向けた進展

状況を測定できる枠組みを作るため、このビジョンは 8
つのミレニアム開発目標（MDGs）、18 の具体的目標、

そして 48 の指標へと具体化された。2007 年には、この

監視枠組みの見直しが行われ、2005 年の世界サミット

で加盟国が新たに合意した 4 つの具体的目標が加えら

れた。1 また、これら新目標の達成に向けた進展度合い

を測る追加的な指標も明らかにされた。2 
 
この報告書は、2008 年 6 月時点で入手可能なデータに

基づき、新たに導入されたものを含むすべての正式な

MDG 指標に関する評価を示したものである。3 本書で

提示した総計値は、各地域の 8 つの目標達成に向けた進

展の全体的評価に相当するものであり、時系列的な動向

を把握するには好都合である。しかし、同じ地域内であ

っても、各国の状況は地域全体の数値と大きく異なるこ

とがある。評価は 1990 年を基準としているが、2000 年

のデータもできる限り提示し、ミレニアム宣言署名以来

の進展状況がさらに詳しくわかるようにしてある。 

 

分析の基礎 
 
本書の分析は「MDG 指標に関する機関間・専門家グル

ープ（Inter-Agency and Expert Group on MDG Indicators）」
が集計した地域別、小地域別データに基づいている。数

値は一般的に、基準人口を用いて各国のデータを加重平

均したものである。各国間、地域間の比較対照性を確保

するため、データは国際機関がそれぞれの専門領域で用

いているものを採用した（データを提供した国際機関に

ついては、裏表紙の一覧を参照）。各指標について、個

別の機関を正式なデータ提供者に指定し、データの収集

と分析に関する方法論の開発を主導させた。 
 
データは通常、各指標を担当する国際機関に政府が提供

した公式統計から導出した。この作業は、全世界各国の

省庁および統計機関からの定期的なデータ収集を通じ

て行った。 
 
頻繁に生じるデータの空白を埋めるため、これら指標の

中には、国際機関が後援、実施した調査を通じて収集さ

れたデータで補完されたり、こうしたデータのみから導

出されたりしたものも多い。その中には主として、複数

指標クラスター調査（ Multiple Indicators Clusters 
Surveys）と人口保健調査（Demographic and Health 
Surveys）から集計された保健関連のデータも多く含ま

れている。 

場合によっては、各国政府が関連の専門機関に未提供の最新データを持

っていることがある。また、指標の集計に必要なデータを作成していな

い国があるため、担当する国際機関が欠けている数値を推計したケース

もある。さらに、各国が必要なデータを作成していても、国際的な比較

対照性を確保するための調整が必要となることも多い。よって、国際的

な情報源から得られたデータはしばしば、各国の国内で入手できるデー

タと異なっている。 
 
国連統計部は「MDG 指標に関する機関間・専門家グループ」の公式ウェ

ブサイトとデータベース（mdgs.un.org で閲覧可能）を管理している。透

明性向上に向けた取り組みの一環として、データベースに収録された各

国のデータ・シリーズには、数値が推計値か、それとも国内機関から提

供されたものかを示すカラー・コードが付けられている。また、データ

の作成方法と、地域集計に用いられた方法論を詳しく解説したメタデー

タも添えられている。 
 
統計関係者の間では、情報源の間での食い違いと、各国データの空白に

関する懸念が持ち上がっている。最近になって、国内的監視と国際的監

視を整合させ、国内の各機関と国際機関で用いる方法や定義の差異を解

消するため、数多くの取り組みが開始された。各国では、必要なデータ

の入手可能性、国家統計システムの調整および国際統計機関への報告メ

カニズムの改善を図る作業が進められている。 

 

統計システムの強化 
 
MDGs 達成に向けた進展状況の測定、監視および報告に関するこうした

取り組みは、ほとんどの開発途上国のデータ作成、分析および配給能力

を改善する必要性を浮き彫りにした。5 年以上前に MDGs の定期的評価

が始まって以来、この趣旨で多くのイニシアチブが発足した。2004 年の

第 2 回「開発成果管理に関する国際円卓会議（International Roundtable on 
Managing for Development Results）」で被援助国とドナー関係者が採択し

た「統計に関するマラケシュ行動計画（Marrakech Action Plan for 
Statistics）」は、開発途上国の統計能力強化に対する支援に向けた重要な

一歩となった。「MDG 指標に関する機関間・専門家グループ」も統計能

力の育成に取り組んでおり、国際機関やドナー、各国統計機関の代表と

の連携により、国内的な優先課題の判定と、各国への統計支援の提供と

調整の改善に向けた提言を行っているところである。各国統計機関の代

表から構成される国連統計委員会は、資源の限られた国々において統計

能力を育成する緊急の必要性を訴える決議を採択していたが、国連経済

社会理事会は 2006 年、この決議に支持を表明した。 
 
このような能力育成を図るためには、国際社会からの資金援助と技術支

援を強化し、その調整を改善する必要がある。こうした援助の成否は、

当事国の主体的な関与と、能力育成への取り組みの持続可能性確保に必

要な制度的変革を進める政府の決意にかかってこよう。 
 
1  総会決議 60/1、2005 年世界サミット最終文書。 
2  新たな MDG 監視枠組みは http://mdgs.un.org で閲覧可能。 
3  データの収集と分析に時間がかかるため、今年または 2007 年のデータがあ

る指標はほとんどない。 
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地域分類 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この報告書では、世界全体と各地域のミレニアム開発目標に向けた進展に関するデー

タを示した。データは「開発途上」地域、アジアと欧州の独立国家共同体（CIS）経済

体制移行国、「先進」地域 1の 3 つに分けられている。開発途上地域はさらに、上の地

図にあるような小地域に分類されている。この地域分類は国連の地理区分に基づくも

のであるが、できる限り有意義な分析を行える国家集団を作り出すため、必要な修正

をいくつか施した。各地域および小地域の具体的構成国については、mdgs.un.org を参

照のこと。 

 

 

 
1  国連システムには「先進」国または地域と「開発途上」国または地域の決まった定義が

ないため、ここでの分類は純粋に統計分析上のものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この資料で用いた指定および表示は、何らかの国、領土、都市または管轄区域の法律上の地位に関しても、

国境線または境界線の画定に関しても、国連事務局の意見を何ら表明するものではない。 
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より詳しい情報については、下記をご覧ください。    

国連統計部ウェブサイト： 
mdgs.un.org    
 
国連ミレニアム開発目標ウェブサイト： 
www.un.org/millenniumgoals  
 
国連ミレニアムキャンペーン事務所ウェブサイト：

www.millenniumcampaign.org   
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「既存の公約を実行に移すための措置を直ちに講

じれば、ミレニアム開発目標の達成は可能である。

全世界の開発に向けた目標を達成することは、数百

万の人々がよりよく、より健康的で人間らしい生活

を作り上げるために欠かせないばかりか、恒久的な

世界の平和と安全を構築する上でも不可欠である。 

 

これら開発目標を達成し、同胞である男女と子ども

を極度の貧困という悲惨で非人間的な状況から解

放できるのは、私たちの世代をおいてほかにない」 
 

 
－事務総長国連活動報告 2007 より 
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